
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

物

品

の

売

買

、

修

理

等

の

契

約

に

係

る

一

般

競

用

度

課

争

入

札

（

条

件

付

）

参

加

資

格

を

得

よ

う

と

す

る

担

当

課

（

室

）

者

の

資

格

審

査

の

実

施

目

次

○

岡

山

県

役

務

の

提

供

の

契

約

に

係

る

入

札

参

加

〃

資

格

の

審

査

の

実

施

【

規

則

】

○

中

国

残

留

邦

人

等

に

対

す

る

支

援

給

付

事

務

取

保

健

福

祉

課

○

一

般

競

争

入

札

の

実

施

警

察

本

部

会

計

課

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

扱

細

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

【

告

示

】

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

○

海

岸

保

全

区

域

の

指

定

港

湾

課

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

○

海

岸

保

全

区

域

の

指

定

の

廃

止

〃

○

港

湾

管

理

者

の

長

が

管

理

を

行

う

海

岸

保

全

区

〃

○

第

五

百

六

回

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

開

海

区

漁

業

調

整

委

員

域

催

会

○

港

湾

管

理

者

の

長

が

管

理

を

行

う

海

岸

保

全

区

〃

域

の

廃

止

【

公

告

】

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

情

報

政

策

課

○

土

地

改

良

事

業

計

画

の

変

更

認

可

申

請

の

縦

覧

耕

地

課

○

林

業

種

苗

法

に

基

づ

く

生

産

事

業

者

の

登

録

治

山

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
に
対
す
る
支
援
給
付
事
務
取
扱
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

中
国
残
留
邦
人
等
に
対
す
る
支
援
給
付
事
務
取
扱
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
中
国
残
留
邦
人
等
に
対
す
る
支
援
給
付
事
務
取
扱
細
則
の
一
部
改
正
）

中
国
残
留
邦
人
等
に
対
す
る
支
援
給
付
事
務
取
扱
細
則
（
平
成
二
十
年
岡
山
県
規
則
第
三
十

第
一
条

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

中
国
残
留
邦
人
等
に
対
す
る
支
援
給
付
等
事
務
取
扱
細
則

第
一
条
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律
（
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人

等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
」
に

「
支
援
給
付
」
を
「
支
援
給
付
及
び

、

配
偶
者
支
援
金
の
支
給
」
に

「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自

、

立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰

国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に

「
中
国

、

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」

を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
（
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く

）
の
規
定
は
、
配
偶
者
支
援
金
に
つ
い
て
準
用

。

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
支
援
給
付
の
決
定
及
び
実
施
」
と
あ
る
の
は
「
配
偶

者
支
援
金
の
支
給
の
決
定
及
び
支
給

と

同
項
第
二
号
中

支
援
給
付
台
帳

と
あ
る
の
は

配

」

、

「

」

「

偶
者
支
援
金
支
給
台
帳
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
支
援
給
付
決
定
調
書
」
と
あ
る
の
は
「
配
偶
者

支
援
金
支
給
決
定
調
書
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
支
援
給
付
金
品
支
給
台
帳
」
と
あ
る
の
は
「
配

偶
者
支
援
金
支
給
台
帳
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
被
支
援
者
記
録
票
」
と
あ
る
の
は
「
受
給
者
記

録
票
」
と
、
前
項
第
二
号
中
「
被
支
援
者
番
号
索
引
簿
」
と
あ
る
の
は
「
受
給
者
番
号
索
引
簿
」

と
、
同
項
第
三
号
中
「
被
支
援
者
番
号
登
載
簿
」
と
あ
る
の
は
「
受
給
者
番
号
登
載
簿
」
と
、
同

「

」

「

」

項
第
四
号
中

支
援
給
付
申
請
書
受
理
簿

と
あ
る
の
は

配
偶
者
支
援
金
支
給
申
請
書
受
理
簿

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



第
三
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
第
四
項
」
の
下
に
「

法
第
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（

場
合
を
含
む

」
を

「

支
援
給
付
」
の
下
に
「
又
は
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
」
を
加
え

「
実
施

。
）

、
（

、

し
た
」
を
「
実
施
し
、
又
は
配
偶
者
支
援
金
を
支
給
し
た
」
に

「
及
び
」
を
「

同
条
第
三
項
に

、

（

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
及
び
」
に

「
の
居
住
地
」
を
「
又
は
当
該
配
偶

。

、

者
支
援
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
受
給
者
」
と
い
う

）
の
居
住
地
」
に

「
支
援
給

。

、

付
の
」
を
「
支
援
給
付
又
は
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
被
支
援
者
」

の
下
に
「
又
は
受
給
者
」
を

「
支
援
給
付
」
の
下
に
「
又
は
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
」
を
加
え
、

、

同
条
第
三
項
中
「
を
決
定
し
」
を
「
又
は
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
を
決
定
し
」
に
改
め
、
第
四
号
を

第
七
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

四

配
偶
者
支
援
金
支
給
台
帳

五

配
偶
者
支
援
金
支
給
決
定
調
書

六

受
給
者
記
録
票

第
五
条
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に

「
第
五
項
又
は
準
用
保
護

、

法
」
を
「
第
九
項
又
は
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

配
偶
者
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
決
定
通
知
は
、
準
用
保
護
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
の
開
始
の
と
き
に
あ
っ
て
は
配
偶
者
支
援
金
支
給
決
定
通
知
書
、
却

下
の
と
き
に
あ
っ
て
は
配
偶
者
支
援
金
支
給
申
請
却
下
通
知
書
、
準
用
保
護
法
第
二
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
の
廃
止
の
と
き
に
あ
っ
て
は
配
偶
者
支
援
金
支
給
廃
止
決
定
通

知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「

依
頼
書

」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
九
条
第

（

）

一
項
」
に

「
調
査
の
嘱
託
」
を
「
書
類
の
閲
覧
若
し
く
は
資
料
の
提
供
又
は
報
告
の
請
求
」
に
、

、

「
調
査
依
頼
票
」
を
「
依
頼
書
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
「

扶
養
照
会
書
等

」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

（

）

２

準
用
保
護
法
第
二
十
四
条
第
八
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
支
援
給
付
の
開
始
の
決
定
に
関
す
る
通

知
は
、
支
援
給
付
開
始
決
定
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

準
用
保
護
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
要
支
援
者
の
扶
養
義
務
者
等
に
対
す
る
報
告

の
請
求
は
、
報
告
依
頼
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
支
援
給
付
金
品
」
の
下
に
「
及
び
配
偶
者
支
援
金
」
を
加
え
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
受
給
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
支
援

給
付
金
品
を
交
付
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
配
偶
者
支
援
金
を
支
給
す
る
」
と

「
支
援
給
付
決
定

、
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（
変
更
）
通
知
書
」
と
あ
る
の
は
「
配
偶
者
支
援
金
支
給
決
定
通
知
書
」
と
、
前
項
中
「
支
援
給

付
金
品
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
」
と

「
交
付
日
」
と
あ
る
の
は
「
支

、

給
日
」
と

「
交
付
に
」
と
あ
る
の
は
「
支
給
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、

第
二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

（
徴
収
金
納
入
申
出
書
）

準
用
保
護
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
徴
収
金

第
十
九
条

納
入
申
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
岡
山
県
規
則

第
二
条

第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
五
項
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
２
条
第
６
項

第
２
条
第
５
項

（
児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
費
用
徴
収
規
則
の
一
部
改
正
）

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
費
用
徴
収
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
岡
山
県
規
則
第

第
三
条

三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

」

「

」

第
三
条
中

毎
年
三
月
末
日

を

六
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
で
知
事
が
別
に
定
め
る
日

に
改
め
る
。

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

様
式
第
一
号

及
び
様
式
第
三
号

中
「

（裏）

（裏）

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

」
を
「

」
に
改
め
る
。

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に

定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
八
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う

）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

。

指
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

二

［

四

ク
ロ
ロ

二
・
五

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ネ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
メ
チ
ル
］
フ
ェ
ノ
ー
ル

－
－

－
－

（

（
通
称
名
二
五
Ｃ

Ｎ
Ｂ
Ｏ
Ｈ
）
及
び
そ
の
塩
類

－

二

指
定
の
理
由

条
例
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

に
ぽ
に
ぽ
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
桜
が
丘
西
二
丁
目
十
二
番
八
号

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
ぽ
に
ぽ

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
桜
が
丘
西
二
丁
目
十
二
番
八
号

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
二
〇
〇
五
〇
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
号

岸
法

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

海
岸
保
全
区
域
を
次

（
）

海

、

の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は

岡
山
県
土
木
部
港
湾
課
及
び
岡
山
県
備
中
県
民
局
水
島
港
湾
事
務
所
に
お
い
て

、

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

海
岸

名
区

域

岡
山
県
岡
山
沿
岸

基
点
１
か
ら
基
点
4
1
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
，
基
点
１
と
補
助
点
１
を
結

児
島
港
海
岸
唐
琴

ん
だ
線
，
補
助
点
１
か
ら
補
助
点
８
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
補
助
点
８

地
区
海
岸
保
全
区

と
基
点
4
1
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

域
基

点
１

四
等
三
角
点
高
望
台
（
北
緯
3
4
°
2
8
′
5
4
″
5
8
8
2
，
東
経

（
延
長
2
,
6
5
1
.
0

1
3
3
°
5
1
′
0
2
″
5
1
0
5
）
か
ら
1
7
7
°
1
0
′
の
方
向
へ
距
離

ｍ
方
位

真
北
）

1
,
3
0
5
.
0
6
ｍ
の
位
置
に
設
置
さ
れ
た
標
柱

［
岡
山
県
倉
敷
市
児
島
田
の
口
５
丁
目
4
4
7
0
－
４
番
地
地
先
に
設

置
さ
れ
た
標
柱
（
北
緯
3
4
°
2
8
′
1
2
″
2
9
3
1
，
東
経
1
3
3
°
5
1
′
0

5
″
2
7
4
0
］
）

基
点
２

基
点
１
か
ら

1
1
6
°
2
0
′
の
方
向
へ
距
離

4
3
.
0
8
ｍ
の
地
点

基
点
３

基
点
２
か
ら

1
0
2
°
3
5
′
の
方
向
へ
距
離

1
1
.
1
6
ｍ
の
地
点

基
点
４

基
点
３
か
ら

9
1
°
3
5
′
の
方
向
へ
距
離

2
6
.
0
3
ｍ
の
地
点

基
点
５

基
点
４
か
ら

9
1
°
2
3
′
の
方
向
へ
距
離
2
3
1
.
3
8
ｍ
の
地
点

基
点
６

基
点
５
か
ら

9
1
°
2
7
′
の
方
向
へ
距
離
1
2
8
.
6
3
ｍ
の
地
点

基
点
７

基
点
６
か
ら

9
1
°
1
6
′
の
方
向
へ
距
離

6
0
.
5
9
ｍ
の
地
点

基
点
８

基
点
７
か
ら

8
9
°
3
6
′
の
方
向
へ
距
離

1
0
.
7
4
ｍ
の
地
点

基
点
９

基
点
８
か
ら

8
0
°
1
4
′
の
方
向
へ
距
離

7
.
6
4
ｍ
の
地
点

基
点
1
0
基
点
９
か
ら

1
5
7
°
5
4
′
の
方
向
へ
距
離

1
6
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
1
1
基
点
1
0
か
ら

1
3
9
°
3
2
′
の
方
向
へ
距
離

8
9
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
1
2
基
点
1
1
か
ら

1
0
8
°
5
0
′
の
方
向
へ
距
離

8
.
0
0
ｍ
の
地
点

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



基
点
1
3
基
点
1
2
か
ら

1
4
4
°
5
6
′
の
方
向
へ
距
離
1
0
7
.
3
0
ｍ
の
地
点

基
点
1
4
基
点
1
3
か
ら

1
2
2
°
4
9
′
の
方
向
へ
距
離

1
9
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
1
5
基
点
1
4
か
ら

1
5
5
°
1
7
′
の
方
向
へ
距
離

2
4
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
1
6
基
点
1
5
か
ら

1
4
7
°
2
8
′
の
方
向
へ
距
離
1
2
5
.
5
0
ｍ
の
地
点

基
点
1
7
基
点
1
6
か
ら

7
1
°
0
0
′
の
方
向
へ
距
離

1
5
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
1
8
基
点
1
7
か
ら

1
°
5
3
′
の
方
向
へ
距
離

6
6
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
1
9
基
点
1
8
か
ら

1
0
°
2
3
′
の
方
向
へ
距
離

3
7
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
2
0
基
点
1
9
か
ら

1
0
1
°
1
1
′
の
方
向
へ
距
離

1
4
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
2
1
基
点
2
0
か
ら

1
8
0
°
1
8
′
の
方
向
へ
距
離

1
9
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
2
2
基
点
2
1
か
ら

1
7
6
°
2
9
′
の
方
向
へ
距
離

5
5
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
2
3
基
点
2
2
か
ら

1
5
4
°
2
1
′
の
方
向
へ
距
離

1
3
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
2
4
基
点
2
3
か
ら

6
7
°
4
3
′
の
方
向
へ
距
離
2
4
8
.
7
0
ｍ
の
地
点

基
点
2
5
基
点
2
4
か
ら

3
5
3
°
2
5
′
の
方
向
へ
距
離

8
3
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
2
6
基
点
2
5
か
ら

7
1
°
0
2
′
の
方
向
へ
距
離

1
4
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
2
7
基
点
2
6
か
ら

1
6
9
°
3
9
′
の
方
向
へ
距
離

7
8
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
2
8
基
点
2
7
か
ら

1
5
6
°
5
8
′
の
方
向
へ
距
離

9
9
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
2
9
基
点
2
8
か
ら

9
8
°
2
9
′
の
方
向
へ
距
離
1
9
9
.
7
0
ｍ
の
地
点

基
点
3
0
基
点
2
9
か
ら

7
°
5
5
′
の
方
向
へ
距
離

9
7
.
7
0
ｍ
の
地
点

基
点
3
1
基
点
3
0
か
ら

1
1
4
°
3
0
′
の
方
向
へ
距
離

1
4
.
3
0
ｍ
の
地
点

基
点
3
2
基
点
3
1
か
ら

1
8
0
°
2
9
′
の
方
向
へ
距
離

2
0
.
5
0
ｍ
の
地
点

基
点
3
3
基
点
3
2
か
ら

9
2
°
3
1
′
の
方
向
へ
距
離

6
8
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
3
4
基
点
3
3
か
ら

1
1
2
°
1
1
′
の
方
向
へ
距
離
1
0
2
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
3
5
基
点
3
4
か
ら

2
6
°
0
8
′
の
方
向
へ
距
離

1
9
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
3
6
基
点
3
5
か
ら

1
1
9
°
2
6
′
の
方
向
へ
距
離

7
.
6
0
ｍ
の
地
点

基
点
3
7
基
点
3
6
か
ら

2
0
6
°
3
8
′
の
方
向
へ
距
離

2
3
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
3
8
基
点
3
7
か
ら

1
4
3
°
5
1
′
の
方
向
へ
距
離

2
5
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
3
9
基
点
3
8
か
ら

1
2
1
°
5
0
′
の
方
向
へ
距
離

5
2
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
4
0
基
点
3
9
か
ら

1
3
8
°
5
0
′
の
方
向
へ
距
離

4
3
.
0
0
ｍ
の
地
点

基
点
4
1
基
点
4
0
か
ら

2
2
9
°
0
7
′
の
方
向
へ
距
離

5
.
1
5
ｍ
の
地
点

補
助
点
１

基
点
１
か
ら

1
7
7
°
4
6
′
の
方
向
へ
距
離
2
1
9
.
4
1
ｍ
の
地
点
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補
助
点
２

基
点
５
か
ら

1
6
7
°
4
9
′
の
方
向
へ
距
離
1
9
7
.
9
0
ｍ
の
地
点

補
助
点
３

基
点
1
6
か
ら

2
3
7
°
4
0
′
の
方
向
へ
距
離
2
0
4
.
6
0
ｍ
の
地
点

補
助
点
４

基
点
1
6
か
ら

1
7
2
°
0
2
′
の
方
向
へ
距
離
2
3
0
.
8
0
ｍ
の
地
点

補
助
点
５

基
点
2
9
か
ら

1
5
8
°
5
5
′
の
方
向
へ
距
離
1
1
2
.
7
1
ｍ
の
地
点

補
助
点
６

基
点
4
1
か
ら

1
8
1
°
2
2
′
の
方
向
へ
距
離

8
1
.
9
8
ｍ
の
地
点

補
助
点
７

基
点
4
1
か
ら

1
6
6
°
1
8
′
の
方
向
へ
距
離

2
9
.
0
7
ｍ
の
地
点

補
助
点
８

基
点
4
1
か
ら

2
2
9
°
0
7
′
の
方
向
へ
距
離

1
4
.
9
0
ｍ
の
地
点

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

。
平
成
二
十
四
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号

海
岸
保
全
区
域
の
指
定

は

廃
止
す
る

（
）

、

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

岸
法

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

港
湾
区
域
に
接
す
る

（
）

海

、

海
岸
保
全
区
域
の
う
ち

港
湾
管
理
者
の
長
で
あ
る
知
事
が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め

、

。る

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

区
域

平
成
2
7
年
岡
山
県
告
示
第
3
2
0
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
に
よ
り
，
海
岸
保
全
区
域
と
し

て
指
定
し
た
岡
山
県
岡
山
沿
岸
児
島
港
海
岸
唐
琴
地
区
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
，
同
告
示
中
の
補

助
点
５
か
ら
補
助
点
８
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
，
補
助
点
８
と
基
点
4
1
を
結
ん
だ
線
，
陸
岸
及
び

児
島
港
港
湾
区
域
と
接
す
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

（
）

平
成
二
十
四
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号

港
湾
管
理
者
の
長
が
管
理
を
行
う
海
岸
保
全
区
域

。

は

廃
止
す
る

、
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



〔
二
五
三
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う

）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の

。

と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

特
定
役
務
の
名
称

団
体
内
統
合
宛
名
シ
ス
テ
ム
構
築
等
業
務

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
県
民
生
活
部
情
報
政
策
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
中
国

岡
山
市
北
区
表
町
一
丁
目
五
番
一
号

五

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

二
九

六
八
七

〇
四
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二

一
九
九

〇
四
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

政
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め
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〔
二
五
四
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岡
山
県
備
前
県
民
局
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
者

児
島
湾
土
地
改
良
区

二

地
区
名

錦
六
区
汐
廻
４
（
非
補
助
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業
）

宮
島
上
（
非
補
助
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業
）

宗
津
西
町
１
番
川
（
非
補
助
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業
）

三

縦
覧
に
供
す
る
書
類

計
画
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由
書

土
地
改
良
区
定
款

事
業
変
更
計
画
書

四

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
十
七
日
ま
で

五

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
備
前
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
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〔
二
五
五
〕
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
生

産
事
業
者
を
次
の
と
お
り
登
録
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

生

産

事

業

者

事

業

所

の

登

録

生
産
事
業
の

名

称

及

び

番

号

氏

名

又

は

住

所

内

容

所

在

地

名

称

岡
山
二
六

浦
上

憲
二

岡
山
市
北
区
御
津
平
岡
西
一
〇
六
九

幼
苗
の
育
成

浦
上
憲
二
苗

－

一

畑
住
所
地
に

同
じ
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〔
二
五
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
真
壁
字
袋
ノ
前
一
八
四

一
二
、
一
八
四

一
三

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
富
原
三
三
二

五

－

高
本

健
司

倉
敷
市
浜
ノ
茶
屋
一
丁
目
五

二
二

－

高
本
今
日
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
一
八
号
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〔
二
五
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
黒
尾
字
木
塚
二
六
七

二
、
二
七
三

八

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
南
区
福
富
西
一
丁
目
九

三
三

一

－
－

大
山

幹
生

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
号
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〔
二
五
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
宿
字
大
溝
原
一
三
四
六

一
、
一
三
四
六

四

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
真
壁
一
八
二

二

－

小
野
由
紀
子

小
野

裕
代

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
二
号
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〔
二
五
九
〕
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
を
得
よ
う

と
す
る
者
の
資
格
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

資
格
審
査
を
行
う
営
業
区
分
及
び
業
種
区
分

１

物
品
の
販
売
及
び
修
理

文
具
、
事
務
用
機
器

木
工
、
家
具

薬
品

印
刷

燃
料
、
油
脂

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

機
械
器
具

工
事
用
材
料

車
両
、
船
舶

そ
の
他

(6)

(7)

(8)

(9)

２

物
品
の
買
受
け

金
属
、
木
製
品
、
紙
類
の
古
物

家
具
、
食
品
、
動
物
類
の
生
産
物

(1)

(2)

二

審
査
事
項

１

申
請
時
の
直
前
の
事
業
年
度
の
決
算

以
下

直
前
決
算

と
い
う

に
お
け
る
売
上
高

消

（

「

」

。
）

（

費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
除
く

）
。

２

直
前
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
額

３

直
前
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
価
額

４

直
前
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率

５

申
請
時
に
お
け
る
従
業
員
数

６

申
請
時
ま
で
の
営
業
年
数

７

男
女
共
同
参
画
の
推
進
状
況

８

障
害
者
雇
用
の
状
況

９

環
境
基
準
等
の
達
成
状
況

三

資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

次
に
掲
げ
る
者
は
、
資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
１
に
掲
げ
る
者
で
知
事

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
者

２

都
道
府
県
税
、
市
町
村
税
（
岡
山
県
内
の
市
町
村
長
が
課
し
た
も
の
に
限
る

）
又
は
消
費
税

。

及
び
地
方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

３

営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

４

岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
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定
す
る
者

５

４
に
掲
げ
る
者
を
役
員
又
は
支
配
人
と
し
て
い
る
法
人
及
び
当
該
者
を
支
配
人
と
し
て
い
る
個

人
６

過
去
二
年
以
内
に
お
い
て
、
４
又
は
５
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
入

札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
受
け
た
者

四

資
格
審
査
の
申
請
手
続

１

提
出
書
類
（
官
公
署
の
証
明
に
係
る
書
類
は
、
作
成
後
三
箇
月
以
内
の
も
の
に
限
る

）
。

申
請
書

(1)

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る

(2)
身
分
証
明
書
、
法
務
局
長
が
発
行
す
る
登
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
書
及
び
登
記
事
項
証

明
書
（
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

岡
山
県
県
民
局
長
が
発
行
し
た
県
税
（
延
滞
金
等
を
含
む

）
の
納
税
証
明
書
（
滞
納
が
な

。

(3)
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

。
た
だ
し
、
岡
山
県
に
納
税
の
義
務

。
）

が
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
発
行
し
た

都
道
府
県
税
の
納
税
証
明
書

岡
山
県
内
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
（
延
滞
金
等
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
の
納

。

(4)
税
証
明
書
（
岡
山
県
内
の
市
町
村
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る

。
た
だ
し
、
岡
山
県

。
）

内
の
営
業
所
の
長
等
に
県
と
の
契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
委
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
当
該
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書
、
委
任
し
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
岡
山
県
内
の
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行

し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書

税
務
署
長
が
発
行
し
た
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
未
納
税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

(5)

直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、
個

(6)
人
に
あ
っ
て
は
損
益
計
算
書
及
び
資
産
負
債
調
）

印
鑑
登
録
証
明
書

(7)

誓
約
書

(8)

法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
及
び
支
配
人
の
名
簿
、
個
人
に
あ
っ
て
は
支
配
人
の
名
簿
（
支
配
人

(9)
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可
、
認
可
等
を
得
て
い
る

(10)
こ
と
を
証
す
る
書
類
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契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
営
業
所
の
長
等
に
委
任
す
る
場
合
に
は
、
委
任
状

(11)

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

(12)
２

提
出
期
間

平
成
二
十
七
年
八
月
三
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成

元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
岡
山
県
の
休
日
（
五
１
に
お
い
て
「
県

の
休
日
」
と
い
う

）
を
除
く

。
た
だ
し
、
郵
送
等
で
申
請
書
類
を
提
出
す
る
場
合
は
、
同
月

。

。
）

十
七
日
必
着
と
す
る
。

３

提
出
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
本
庁
舎
八
階
第
一
会
議
室

４

提
出
方
法

持
参
の
場
合

(1)

（

。
）

２
の
提
出
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く

の
間
に
３
の
提
出
場
所
に
お
い
て
提
出
す
る
こ
と
。

郵
送
等
の
場
合

(2)

３
の
提
出
場
所
に
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
り
送
付
す
る
こ
と
。

五

申
請
書
の
交
付
期
間
等

１

交
付
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
六
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く

）
。

２

交
付
場
所

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
並
び
に
各
県
民
局
地
域
政
策
部
総
務
課
及
び
地
域
総
務
課

３

交
付
方
法

２
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
を
受
け
る
場
合

(1)

１
の
交
付
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

ま
た
、
平
成
二
十
七
年
八
月
三
十
一
日
は
、
午
後
四
時
ま
で
）
の
間
に
交
付
す
る
。

郵
送
に
よ
り
交
付
を
受
け
る
場
合

(2)

返
信
用
の
封
筒
（
角
形
二
号
（
長
さ
三
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル×

幅
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
）
の
封
筒
に
返
信
先
宛
名
を
明
記
し
、
二
百
五
十
円
分
の
返
信
用
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）
を

同
封
し
て
、
岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
郵
便
番
号
七
〇
〇

八
五
七
〇
岡
山
市
北
区
内

－

山
下
二
丁
目
四
番
六
号
）
宛
て
に
請
求
す
る
こ
と
（
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
の
消

印
の
あ
る
も
の
に
限
る

。
。
）
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岡
山
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
場
合

(3)
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
7
4
/

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

六

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

申
請
者
に
文
書
で
通
知
す
る
。

七

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

八

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班

電
話
（
○
八
六
）
二
二
六

七
五
三
八
又
は
（
○
八
六
）
二
二
六

七
五
三
七

－
－
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〔
二
六
〇
〕
建
物
等
の
保
守
管
理
、
廃
棄
物
の
処
理
、
警
備
、
調
査
研
究
、
企
画
製
作
、
運
送
保
管
、

機
械
設
備
等
の
保
守
点
検
、
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
等
の
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の

審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
行
う
契
約

別
表
の
業
務
種
目
の
欄
に
掲
げ
る
役
務
の
提
供
の
契
約

二

審
査
事
項

１

申
請
時
の
直
前
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
売
上
高

２

申
請
時
の
直
前
の
事
業
年
度
の
決
算
（
３
に
お
い
て
「
直
前
決
算
」
と
い
う

）
に
お
け
る
自

。

己
資
本
額

３

直
前
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率

４

申
請
時
に
お
け
る
従
業
員
数

５

申
請
時
ま
で
の
営
業
年
数

６

Ｉ
Ｓ
Ｏ
審
査
登
録
等
に
関
す
る
事
項

７

障
害
者
雇
用
に
関
す
る
事
項

８

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
事
項

９

事
業
者
認
定
等
に
関
す
る
事
項
（
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
み
）

情
報
処
理
技
術
者
数
（
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
み
）

10
三

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

次
に
掲
げ
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
１
に
掲
げ

る
者
で
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
者

２

都
道
府
県
税
、
市
町
村
税
（
岡
山
県
内
の
市
町
村
長
が
課
し
た
も
の
に
限
る

）
又
は
消
費
税

。

及
び
地
方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

３

営
業
に
関
し
免
許
、
許
可
、
認
可
、
資
格
等
（
以
下
「
許
認
可
等
」
と
い
う

）
を
受
け
、
又

。

は
届
出
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
な
い
者
又

は
当
該
届
出
等
を
行
っ
て
い
な
い
者

４

業
務
の
種
類
に
応
じ
知
事
が
必
要
と
認
め
る
資
格
を
有
す
る
者
を
常
時
勤
務
す
る
者
と
し
て
有
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し
て
い
な
い
者

５

岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
者

６

５
に
掲
げ
る
者
を
役
員
又
は
支
配
人
と
し
て
い
る
法
人
及
び
当
該
者
を
支
配
人
と
し
て
い
る
個

人
７

過
去
二
年
以
内
に
お
い
て
、
５
又
は
６
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
入

札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
受
け
た
者

四

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
手
続

１

提
出
書
類
（
官
公
署
の
証
明
に
係
る
書
類
は
、
作
成
後
三
箇
月
以
内
の
も
の
に
限
る

）
。

申
請
書

(1)

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る

(2)
身
分
証
明
書
、
法
務
局
長
が
発
行
す
る
登
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
書
及
び
登
記
事
項
証

明
書
（
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

岡
山
県
県
民
局
長
が
発
行
し
た
県
税
（
延
滞
金
等
を
含
む

）
の
納
税
証
明
書
（
滞
納
が
な

。

(3)
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

。
た
だ
し
、
岡
山
県
に
納
税
の
義
務

。
）

が
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
発
行
し
た

都
道
府
県
税
の
納
税
証
明
書

岡
山
県
内
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
（
延
滞
金
等
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
の
納

。

(4)
税
証
明
書
（
岡
山
県
内
の
市
町
村
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る

。
た
だ
し
、
岡
山
県

。
）

内
の
営
業
所
の
長
等
に
県
と
の
契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
委
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
当
該
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書
、
委
任
し
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
岡
山
県
内
の
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行

し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書

税
務
署
長
が
発
行
し
た
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
未
納
税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

(5)

申
請
時
の
直
前
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
法
人
に
あ
っ
て
は

(6)
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
損
益
計
算
書
及
び
資
産
負
債
調
）

印
鑑
登
録
証
明
書

(7)

法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
及
び
支
配
人
の
名
簿
、
個
人
に
あ
っ
て
は
支
配
人
の
名
簿
（
支
配
人

(8)
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

営
業
に
関
し
許
認
可
等
を
受
け
、
又
は
届
出
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
当

(9)
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該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
届
出
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
営
業
所
の
長
等
に
委
任
す
る
場
合
に
は
、
委
任
状

(10)

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

(11)
２

提
出
期
間

平
成
二
十
七
年
八
月
三
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成

元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
岡
山
県
の
休
日
（
五
１
に
お
い
て
「
県

の
休
日
」
と
い
う

）
を
除
く

。
た
だ
し
、
郵
送
等
で
申
請
書
類
を
提
出
す
る
場
合
は
、
同
月

。

。
）

十
七
日
必
着
と
す
る
。

３

提
出
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
本
庁
舎
八
階
第
一
会
議
室

４

提
出
方
法

持
参
の
場
合

(1)

（

。
）

２
の
提
出
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く

の
間
に
３
の
提
出
場
所
に
お
い
て
提
出
す
る
こ
と
。

郵
送
等
の
場
合

(2)

八
に
掲
げ
る
役
務
に
係
る
業
務
に
応
じ
た
住
所
宛
て
に
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
り
送
付
す
る

こ
と
。

五

申
請
書
の
交
付
期
間
等

１

交
付
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
六
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く

）
。

２

交
付
場
所

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
、
総
務
部
財
産
活
用
課
、
県
民
生
活
部
情
報
政
策
課
並
び
に
各
県
民
局

地
域
政
策
部
総
務
課
及
び
地
域
総
務
課

３

交
付
方
法

２
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
を
受
け
る
場
合

(1)

１
の
交
付
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

ま
た
、
平
成
二
十
七
年
八
月
三
十
一
日
は
、
午
後
四
時
ま
で
）
の
間
に
交
付
す
る
。

郵
送
に
よ
り
交
付
を
受
け
る
場
合

(2)

返
信
用
の
封
筒
（
角
形
二
号
（
長
さ
三
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル×

幅
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
）
の
封
筒
に
返
信
先
宛
名
を
明
記
し
、
二
百
五
十
円
分
の
返
信
用
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）
を
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同
封
し
て

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

総
務
部
財
産
活
用
課
又
は
県
民
生
活
部
情
報
政
策
課

郵

、

、

（

便
番
号
七
〇
〇

八
五
七
〇
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号
）
宛
て
に
請
求
す
る
こ
と

－
（
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
る

。
。
）

岡
山
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
場
合

(3)

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
7
4

、

（

）

/
)

総
務
部
財
産
活
用
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
1
0
/

又
は
県
民
生
活
部
情
報
政
策
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i

/
2
0
/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
結
果
の
通
知

申
請
者
に
文
書
で
通
知
す
る
。

七

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

八

問
い
合
わ
せ
先

１

別
表
の
業
務
種
目
の
欄
に
お
け
る
大
分
類
１
建
物
等
の
保
守
管
理
、
大
分
類
２
廃
棄
物
の
処
理

及
び
大
分
類
３
警
備
に
係
る
業
務

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課
庁
舎
管
理
班
（
直
通
電

話
（
〇
八
六
）
二
二
六

七
二
三
四
）

－

２

別
表
の
業
務
種
目
の
欄
に
お
け
る
大
分
類
８
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
業
務

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
県
民
生
活
部
情
報
政
策
課
情
報
化
推
進
班

（
直
通
電
話
（
〇
八
六
）
二
二
六

七
二
六
四
）

－

３

別
表
の
業
務
種
目
の
欄
に
掲
げ
る
役
務
の
う
ち
１
及
び
２
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
係
る

業
務岡

山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
直
通
電
話
（
〇
八

六
）
二
二
六

七
五
三
八
）

－
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4 3 2 1
番
号

警
備

廃
棄
物
の
処
理

建
物
等
の
保
守

管
理

種

目

5 4 3 2 1 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
番
号

そ
の
他

検
査

環
境
測
定

調
査
研
究

（
自
然
科
学
分
野

)

調
査
研
究

（
社
会
経
済
分
野

)

そ
の
他

機
械
警
備

施
設
警
備

そ
の
他

廃
棄
物
再
生
事
業

特
別
管
理
廃
棄
物

（
処
分

）

特
別
管
理
廃
棄
物

（
収
集
運
搬

）

産
業
廃
棄
物

（
処
分

）

産
業
廃
棄
物

（
収
集
運
搬

）

一
般
廃
棄
物

（
処
分

）

一
般
廃
棄
物

（
収
集
運
搬

）

そ
の
他

施
設
の
管
理
・
運
営

建
築
物
等
の
定
期
点
検

庭
木
芝
生
管
理

（
剪
定
・
殺
虫
消

毒

）

昇
降
機
等
保
守

消
防
設
備
保
守

危
険
物
施
設
保
守

ボ
イ
ラ
ー

の
運
転
・
清
掃
・
保
守

冷
暖
房
設
備
等
保
守

給
排
水
・
換
気
設
備
等
保
守

電
気
設
備
等
保
守

中
央
監
視
設
備
等
保
守

電
気
・
機
械
設
備
等
の
運
転
・
監

視 建
築
物
ね
ず
み
昆
虫
等
防
除

排
水
槽
の
清
掃

浄
化
槽
の
保
守
・
清
掃

建
築
物
飲
料
水
貯
水
槽
等
清
掃

無
線
通
信
設
備
保
守

放
送
・
時
計
設
備
等
保
守

有
線
通
信
設
備
保
守

建
築
物
清
掃 種

　
　
　
目

出
納
局
用
度
課

総
務
部
財
産
活

用
課

9 8 7 6 5
番
号

情
報
通
信
サ
ー

ビ
ス

運
送
保
管

種

目

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
番
号

そ
の
他

森
林
管
理

公
園
・
河
川
の
管
理

ク
リ
ー

ニ
ン
グ

損
害
保
険

筆
耕
・
翻
訳

研
修
業
務

人
材
派
遣
サ
ー

ビ
ス

給
食
業
務

健
康
診
断

そ
の
他

通
信
サ
ー

ビ
ス

情
報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
サ
ー

ビ
ス

A
S
P

（
ア
プ
リ
ケ
ー

シ

ョ
ン

サ
ー

ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー

）

デ
ー

タ
処
理

シ
ス
テ
ム
等
管
理
運
営

シ
ス
テ
ム
等
開
発
・
改
良

コ
ン
テ
ン
ツ
作
成

そ
の
他

設
備

（
建
物
等
の
保
守
管
理
以

外

）

機
械

そ
の
他
機
器

分
析
機
器

計
測
機
器

そ
の
他

保
管

梱
包
・
発
送

貨
物
運
送

旅
客
運
送

そ
の
他

デ
ザ
イ
ン
企
画

イ
ベ
ン
ト
企
画
運
営

広
告
・
広
報

映
画
・
ビ
デ
オ

写
真
・
製
図

看
板

物
品

種
　
　
 

目

出
納
局
用
度
課

県
民
生
活
部
情

報
政
策
課

出
納
局
用
度
課

別
　
表

担

当

課

情
報
通
信
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
調

査

(

通
信
に
関
す
る
も
の
は

、

シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
も
の
に

限
る

。

)

8

大
分
類

小

分

類

業

務

種

目

そ
の
他

（
情
報

通
信
サ
ー

ビ
ス

を
除
く

。

）

機
械
設
備
等
の

保
守
点
検

（
情

報
通
信
サ
ー

ビ

ス
を
除
く

。

）

企
画
製
作

（
情

報
通
信
サ
ー

ビ

ス
を
除
く

。

）

調
査
研
究

（
情

報
通
信
サ
ー

ビ

ス
を
除
く

。

）

担

当

課

大
分
類

業

務

種

目

小

分

類
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二
六
一

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

〔
〕

、

。

札
を
実
施
す
る

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調
達
内
容

(
1
)
購
入
等
件
名
及
び
予
定
数
量

岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
で
使
用
す
る
電
気

予
定
使
用
電
力
量

1
,
4
8
2
,
0
3
6
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

(
2
)
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

(
3
)
納
入
期
間

平
成
2
7
年
1
0
月
１
日
か
ら
平
成
2
8
年
９
月
3
0
日
ま
で

(
4
)
納
入
場
所

岡
山
市
北
区
御
津
中
山
4
4
4
－
３

岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

(
5
)
入
札
方
法

入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
，
入
札
説
明
書
に
記
載
す
る
方
法
に
従
っ
て
計
算
し
た
，
各
社
に

お
い
て
設
定
す
る
契
約
電
力
に
対
す
る
単
価
（
基
本
料
金
単
価
）
及
び
使
用
電
力
量
に
対
す
る
単

価
（
電
力
量
料
金
単
価
）
を
根
拠
と
し
，
別
途
提
示
す
る
月
ご
と
の
予
定
契
約
電
力
及
び
予
定
使

用
電
力
量
に
基
づ
き
算
出
し
た
各
月
の
対
価
の
年
間
総
価
を
入
札
金
額
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
基

本
料
金
及
び
電
力
量
料
金
ご
と
の
月
額
に
つ
い
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
小
数
点
以
下
第
３
位
を
四
捨
五

入
す
る
。
基
本
料
金
及
び
電
力
量
料
金
の
合
計
金
額
（
月
額
）
及
び
年
間
合
計
金
額
に
１
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
入
札
者
は
，
見
積

も
っ
た
年
間
合
計
金
額
（
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
含
む
金
額
）
を
入
札
書
に
記
載
す

る
こ
と
（
各
月
の
期
間
は
，
月
の
初
日
か
ら
月
の
末
日
ま
で
で
算
出
す
る
こ
と
）

。
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

(
1
)
平
成
2
7
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
物
品
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等

又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
3
7
2
号
）
の
規
定
が
適

用
さ
れ
る
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
平
成
2
7
年
岡
山
県
告
示
第
4
6

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



号
（
物
品
の
売
買
，
修
理
等
の
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
，
資
格
審
査
の
申
請
手

続
等
。
以
下
「
資
格
告
示
」
と
い
う
）
に
定
め
る
資
格
を
い
う
）
を
得
て
い
る
者
で
，
格
付

。
。

区
分
が
Ａ
で
あ
る
も
の
。

(
2
)
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
2
2
年
政
令
第
1
6
号
）
第
1
6
7
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

(
3
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
，
物
品
の
売
買
，
修
理
等
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
者
の
資
格
審
査
要
領
（
平
成
1
9
年
岡
山
県
告

示
第
3
0
6
号
）
の
規
定
に
よ
る
入
札
参
加
の
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
4
)
民
事
再
生
法
（
平
成
1
1
年
法
律
第
2
2
5
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て

い
る
者
又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
1
4
年
法
律
第
1
5
4
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が

な
さ
れ
て
い
る
者
（
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
）
で
な
い
こ
と
。

。

(
5
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
，
物
品
の
売
買
，
修
理
等
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
除
外
等
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
除
外
の
措
置
を

受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
6
)
電
気
事
業
法
（
昭
和
3
9
年
法
律
第
1
7
0
号
）
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
電
気
事
業
の

許
可
を
得
て
い
る
者
又
は
同
法
第
1
6
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
規
模
電
気
事
業
の
届
出

を
行
っ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

(
7
)
二
酸
化
炭
素
排
出
原
単
位
（
国
内
ク
レ
ジ
ッ
ト
反
映
後
：
調
整
後
排
出
係
数
適
用
，
未
利
用

）

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
，
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
に
関
し
，
入
札
説
明
書
で
示
す
入
札
参
加

条
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
競
争
入
札
参
加
資
格
の
申
請
手
続

こ
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
で
，
２
(
1
)
の
資
格
を
有
し
な
い
も
の
は
，
資
格

告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

申
請
書
の
入
手
先
，
提
出
先
及
び
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
２
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
5
3
8

４
入
札
書
の
提
出
場
所
等

(
1
)
入
札
書
の
提
出
場
所
，
契
約
条
項
を
示
す
場
所
，
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
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先

〒
7
0
0
－
8
5
1
2
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
契
約
担
当

電
話
（
0
8
6
）
2
3
4
－
0
1
1
0
内
線
2
2
4
2

(
2
)
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
方
法

ア
交
付
期
間

平
成
2
7
年
６
月
2
6
日
か
ら
同
年
８
月
６
日
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元

年
岡
山
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
）
。

イ
交
付
方
法

(
1
)
の
交
付
場
所
に
て
交
付
す
る
。

(
3
)
入
札
書
の
受
領
期
限

平
成
2
7
年
８
月
1
9
日

午
後
４
時

(
4
)
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
2
7
年
８
月
2
0
日

午
前
1
0
時
3
0
分

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
分
室
（
岡
山
県
庁
地
下
１
階
）

５
そ
の
他

(
1
)
入
札
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

(
2
)
入
札
保
証
金

（
）

。
岡
山
県
財
務
規
則
昭
和
6
1
年
岡
山
県
規
則
第
８
号
第
1
3
1
条
及
び
第
1
3
3
条
の
規
定
に
よ
る

(
3
)
契
約
保
証
金

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
5
3
条
及
び
第
1
5
5
条
の
規
定
に
よ
る
。

(
4
)
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
，
入
札
書
を
受
領
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
と
と

も
に
，
入
札
説
明
書
に
示
す
書
類
を
作
成
し
，
平
成
2
7
年
８
月
６
日
午
後
４
時
ま
で
に
，
入
札
説

明
書
で
示
す
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
，
入
札
参
加
希
望
者
は
，
契
約
担
当
者

か
ら
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
，
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
5
)
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
，
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
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務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
そ
の
他
岡
山
県
財
務
規
則
第
1
4
0
条
各
号
に
掲
げ
る
入
札

に
係
る
入
札
書
は
，
無
効
と
す
る
。

(
6
)
契
約
書
作
成
の
要
否

要

(
7
)
落
札
者
の
決
定
方
法

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
3
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

(
8
)
そ
の
他

詳
細
は
，
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

６
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)
N
a
m
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
t
o
b
e
p
u
r
c
h
a
s
e
d
:

E
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y
f
o
r
D
r
i
v
e
r
'
s
L
i
c
e
n
s
e
C
e
n
t
e
r

1
,
4
8
2
,
0
3
6
k
W
h

(
2
)
D
e
l
i
v
e
r
y
p
e
r
i
o
d
:

F
r
o
m
１
O
c
t
o
b
e
r
，
2
0
1
5
t
h
r
o
u
g
h
3
0
S
e
p
t
e
m
b
e
r
，
2
0
1
6

(
3
)
D
e
l
i
v
e
r
y
p
l
a
c
e
:

D
r
i
v
e
r
'
s
L
i
c
e
n
s
e
C
e
n
t
e
r

4
4
4
－
３
M
i
t
s
u
n
a
k
a
y
a
m
a
,
K
i
t
a
－
k
u
,
O
k
a
y
a
m
a
－
s
h
i
,
O
k
a
y
a
m
a
－
k
e
n
,
7
0
9
－
2
1
1
6
,

J
a
p
a
n

(
4
)
T
i
m
e
l
i
m
i
t
f
o
r
t
e
n
d
e
r
:

4
:
0
0
P
.
M
.
1
9
A
u
g
u
s
t
,
2
0
1
5

(
5
)
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e
:

F
i
n
a
n
c
e
S
e
c
t
i
o
n
,
O
k
a
y
a
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
P
o
l
i
c
e
H
e
a
d
q
u
a
r
t
e
r
s

２
－
４
－
６
U
c
h
i
s
a
n
g
e
,
K
i
t
a
－
k
u
,
O
k
a
y
a
m
a
－
s
h
i
,
O
k
a
y
a
m
a
－
k
e
n
,
7
0
0
－
8
5
1
2
,

J
a
p
a
n

T
e
l
e
p
h
o
n
e
：
0
8
6
－
2
3
4
－
0
1
1
0
,
E
x
t
.
2
2
4
2
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

国
里
吉
文
後
援
会

金

澤

勉

鳥

元

敏

彦

英
田
郡
西
粟
倉
村
長
尾
一
六
七
九

一

平
成
二
七
・

五
・
二
二

－

新
社
会
党
岡
山
県
本
部

足

田

正

義

赤

木

良

子

岡
山
市
北
区
駅
元
町
九

二
六

一
〇
二

〃

五
・
一
三

－
－

日
本
弁
護
士
政
治
連
盟
岡
山
支
部

河

田

英

正

秋

山

義

信

〃

〃

弓
之
町
二

一
五

弓
之
町
シ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
三
〇
一

〃

五
・
一
一

－

河
田
英
正
法
律
事
務
所
内

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
自
動
車
整
備
支
部

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
富
吉
五
三
〇
一

八

岡
山
市
中
区
藤
原
二
五

平
成
二
七
・

五
・
二
九

－

自
由
民
主
党
岡
山
県
支
部
連
合
会
笠
岡
支
部

代

表

者

山

田

雄

治

黒

田

治

夫

〃

五
・
一
三

自
由
民
主
党
柵
原
支
部

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

久
米
郡
美
咲
町
周
佐
四
九
三

二

久
米
郡
美
咲
町
塚
角
八
〇
七

一

〃

五
・
一
五

－
－

〃

代

表

者

浦

上

次

雄

下

山

和

由

〃

〃

〃

会
計
責
任
者

小

田

睦

生

最

上

忠

〃

〃

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届
出
年
月
日

市
村
仁
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
作
市
和
田
一
三
四

美
作
市
入
田
一
九
六

一

平
成
二
七
・

五
・
一
九

－

お
か
や
ま
未
来
フ
ォ
ー
ラ
ム

〃

岡
山
市
中
区
平
井
三

九
九
六

四
二

岡
山
市
中
区
平
井
五

八

五
〇

二

〃

五
・

七

－
－

－
－

－

新
社
会
党
岡
山
県
本
部

〃

〃

北
区
駅
元
町
九

二
六

一
〇
二

〃

北
区
奉
還
町
二

一
三

二

〃

五
・
一
三

－
－

－
－

〃

会
計
責
任
者

赤

木

良

子

堀

井

進

〃

〃

に
し
ま
宣
人
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
西
辛
川
七
〇
六

二

岡
山
市
北
区
西
辛
川
四
二
二

一

〃

五
・

一

－
－

花
岡
栄
太
郎
後
援
会

〃

〃

中
区
平
井
三

九
九
六

四
二

〃

中
区
平
井
五

八

五
〇

二

〃

五
・

七

－
－

－
－

－

東
原
と
お
る
後
援
会

〃

〃

北
区
真
星
二
九
五
六

一

〃

北
区
上
土
田
一
一
九

一

〃

五
・

一

－
－

平
沼
赳
夫
友
の
会

会
計
責
任
者

山

下

満

友

保

哲

〃

五
・
一
三

福
島
恭
子
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
瀬
戸
二
七
五

一

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
下
五
四
三

三

二
〇
五

〃

五
・
二
九

－
－

－

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

新
社
会
党
岡
山
県
本
部

足

田

正

義

平
成
二
七
・

五
・

九

日
本
弁
護
士
政
治
連
盟
岡
山
支
部

河

田

英

正

〃

五
・

七

ま
す
な
が
市
郎
後
援
会

升

永

市

郎

〃

五
・
二
〇

三
原
誠
介
後
援
会

三

原

誠

介

〃

四
・
二
九

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

花

岡

栄
太
郎

岡
山
市
議
会
議
員

お
か
や
ま
未
来
フ
ォ
ー
ラ
ム

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
中
区
平
井
三

九
九
六

四
二

岡
山
市
中
区
平
井
五

八

五
〇

二

－
－

－
－

－

東

原

透

〃

東
原
と
お
る
後
援
会

〃

〃

北
区
真
星
二
九
五
六

一

〃

北
区
上
土
田
一
一
九

一

－
－

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

資
金
管
理
団
体
で
な
く
な

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

っ
た
旨
の
届
出
年
月
日

升

永

市

郎

岡
山
市
議
会
議
員

ま
す
な
が
市
郎
後
援
会

岡
山
市
南
区
海
岸
通
一

二

一

升

永

市

郎

平
成
二
七
・

五
・

二
〇

－
－

三

原

誠

介

岡
山
県
議
会
議
員

三
原
誠
介
後
援
会

倉
敷
市
玉
島
爪
崎
二
一
四

一

三

原

誠

介

〃

五
・

二
九

－

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号



◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
百
六
回
岡
山
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

奥

野

雄

二

一

日
時

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
四
日
（
金
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

委
員
会
指
示
に
つ
い
て

平成２７年６月２６日　岡山県公報　第１１６９７号


